
知事監視製品（平成29年12月19日石川県告示第553号）

１　知事監視製品を特定できる情報
1 2 3 4

　次の写真に示すとおり、被包に
「アナルフィスト」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「キメマン」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「逆アナル」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Devil CUTiE」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

5 6 7 8

　次の写真に示すとおり、被包に
「Miracle magic」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「ウケアナル 裏リキッド」と表示の
ある製品であって、その内容物が
液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「前立腺スプラッシュ」と表示のあ
る製品であって、その内容物が液
体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「恍惚けつまん」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

9 10 11 12

　次の写真に示すとおり、被包に
「とろまんぺろん」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「zombie LIQUID」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「AMSTERDAM xxx」と表示のある
製品であって、その内容物が液体
のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「よだれダラダラ」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

13 14 15 16

　次の写真に示すとおり、被包に
「恍惚とろとろ」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「悶絶ぐちゃぐちゃ」と表示のある
製品であって、その内容物が液体
のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「五感ビンビン」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「cool lesbian」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの
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17 18 19 20

　次の写真に示すとおり、被包に
「UPPER TIME」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「熊男生掘り」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「MADONNA」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「fixer」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

21 22 23 24

　次の写真に示すとおり、被包に
「LOST」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「欲情とろ～り」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「KABUKI」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「ピクピク気絶」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

25 26 27 28

　次の写真に示すとおり、被包に
「バグバク吐息」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「HEAT SEX」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「四十八手」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「nexus」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの

29 30 31 32

　次の写真に示すとおり、被包に
「HARD QUEEN」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

　次の写真に示すとおり、被包に
「sex changes」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「Hooligan」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「Havenly」と表示のある製品で
あって、その内容物が固形状のも
の
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　次の写真に示すとおり、被包に
「THE SEX WARRIOR」と表示のあ
る製品であって、その内容物が植
物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「誘惑」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「BRAVE」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Orgasm Spider」と表示のある製
品であって、その内容物が植物片
のもの

37 38 39 40

　次の写真に示すとおり、被包に
「anonymous」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「WILD 4」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「SPANKING MAN」と表示のある
製品であって、その内容物が植物
片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「BOURBON」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の

41 42 43 44

　次の写真に示すとおり、被包に
「Bunny HOP」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「Diabolo」と表示のある製品であっ
て、その内容物が植物片のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Brain Cube」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「SEXY STAR」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のも
の

45 46 47 48

　次の写真に示すとおり、被包に
「Flash NEO」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Boost SP mix」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「PUNK STAR」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「Go revenge」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの
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　次の写真に示すとおり、被包に
「Eexistence」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「SM Revenge」と表示のある製品
であって、その内容物が液体のも
の

　次の写真に示すとおり、被包に
「Hold on me」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの

　次の写真に示すとおり、被包に
「Precious Night」と表示のある製
品であって、その内容物が液体の
もの

２　指定の理由

３　施行期日
　　平成29年12月20日

　　条例第2条第1項第7号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品であって、吸入等の方法により身
　体に使用されるおそれがあるものであるため
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